
 

  



  



 
きらりとひかれ起業家応援事業費補助金 

申請の手引き 
 

○補助限度額 

１事業者あたり 1 年度３０万円を上限とします。 

※補助金の受付は予算が満額に達し次第終了します。 

 

○補助対象者 

 下記のすべての項目を満たす方が対象です。 

(1) 市内で起業し、１年を経過していないかた または 

   市内で起業しようとしており、当該年度末までに起業するかた 

(2) 起業後、同事業を 1 年以上継続して行うかた 

(3) 市内において事業計画を有するかた 

(4) 市税(国保税含む)を完納しているかた 

(5) 起業の日までに必要な許認可等を受けられるかた 

（当該年度の 3 月 10 日までに実績報告書等が提出できない場合、補助 

対象外となります。） 

(6)特定創業支援等事業による認定を受けているかた 

(7) 中小企業者であるかた（定義は中小企業信用保険法に基づく） 

  ※起業する業種が対象になるか不明な場合、市担当課にて確認しますので 

   お問合せください。 

 

 【特定創業支援等事業とは】 

これから創業される方、創業後間もない方に対する「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」

を含む事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、三郷市が指定するセミナー・窓

口相談等を指します。１ヶ月以上かつ４回以上の支援を受け、市から発行された証明書を用

いることで以下のメリットがあります。（支援を希望する方は市担当課までお問合せくださ

い。） 

 

・登録免許税の軽減措置 

 創業前の者または創業した日以後 5 年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記

にかかる登録免許税が軽減されます。※三郷市以外の市区町村で起業する場合、起業先の市

町村で認定を受ける必要があります。  

 株式会社：資本金の 0.7％→0.35％（最低税額  15 万円→7.5 万円） 

 合同会社：資本金の 0.7％→0.35％（最低税額   6 万円→3 万円） 

  

・補助金制度の申請資格取得 

三郷市が実施する「きらりとひかれ起業家応援事業費補助金」の申請が可能になります。 
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○補助対象事業 

(1) 申請時点で未着手※であること 

  ※支払、契約、納品等を行っておらず、見積り取得段階であること 

(2) 事業の業種分類が中小企業信用保険法施行令第 1 条に規定する業種のうち、 

市長が補助対象業種として適当と認めるもの 

(3) 当該年度の３月１０日までに完了する取組みであること 

 

○対象経費及び補助率等 
 

対象経費 補助率等 

事業所等の運営に係る設備・備品購入費 

（消耗品費を除く） 

対象経費の 

１／２以内 

広告、チラシ制作、配布に要する費用 

（法人）設立登記に要する費用 

（個人）商号登記に要する費用 

空き店舗等の改修に要する費用 

○補助対象外の経費の例 

▶上記「補助対象経費」以外の経費 

・クレジットカード、ポイント、手形、小切手により支払いが行われる経費 

・市場価格の相場と比較し、著しく高額な見積りで支出される費用 
  （場合により、申請者、支払先、関係機関にヒアリングを行う場合があります。） 

・過去に同補助制度を活用した事業に対する経費 

  ・消耗品費、交通費、各種手数料 

  ・補助事業に係わる見積書、契約書、請求書、領収書等が不備の経費 

  ・経常事業・取引と混合して支払いが行われる経費 

  ・他の取引と相殺して支払いが行われる経費 

  ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係にある会社・役員を兼務している会社
等）に支払う経費 

  ・販売商品及びその原材料費の購入経費や直接人件費 

 ・通信費・水道光熱費など間接的な経費 

・賃料、敷金、礼金、保証金などの不動産関連経費 

・各種法令に違反する経費 

・古くなった物品の買い替え等、単に更新に係る費用 

・資金調達が主目的である事業に係る費用 

・その他、公費負担が適当でないと考えられる経費 

 

※なお、補助事業実施後に不定期で事業の実態調査を行います。 

  不適切な取扱い等が発覚した場合、補助金の返還等が発生します。 

詳しくは６ページ「完了検査後の注意事項」をご確認ください。 
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○補助金の交付申請について  

◆必要書類 

・補助金交付申請書（市の様式第１号） 

・事業計画書（市の指定様式） 

・事業に係る見積書 

・営業届出済証明書（個人事業主のみ。未創業の場合は報告時に提出） 

・営業許可証の写し（必要な場合のみ。未創業の場合は報告時に提出） 

・最新の市税納税証明書（個人事業主のみ） 

・特定創業支援等事業に係る証明書の写し 

・住民票（個人事業主のみ） 

・履歴事項全部証明書（法人のみ。未創業の場合は報告時に提出) 

・申請物の見積り書 

・申請物の内容がわかる写真、図面等 

 

※審査にあたり、計画の内容や事業実態を確認するために上記以外に補足資料を求めることや事

業所を訪問する場合がございます。 

※提出された申請書及び資料等は、採択の可否にかかわらず返却いたしませんので、必ず複写を

とり保管願います。 

※補助金の交付は報告書提出後となります。先払いはいたしません。 

※採択（交付決定）及び却下については、書面にて通知いたします。なお、申請金額と補助金交

付決定・確定額が異なる場合や交付にあたり条件が付されることがございます。 

◆補助申請時の注意事項 

 ・審査結果は受付から約 10 営業日後に郵送します。 

 ・書類に不備があった場合申請を受け付けません。不備箇所の対応後、 

再提出時を受付日とします。 

  ・実施事業が当該補助制度に該当しているかよく分からない場合、市担当課にて事前相談をお

受けします。下記の番号までお問合せください。 

   （なお、事前相談の段階で交付の可否を判断することはできません。） 

   商工観光課 ０４８－９３０－７７２１ 

◆採択予定件数    

予算の範囲内（予算が満額に達し次第受付を終了します。） 

◆申請方法 

 下記申請先まで持参または郵送にて申込。 

三郷市 商工観光課（市役所２階北側） 

〒３４１－８５０１ 三郷市花和田６４８－１ 

電話０４８－９３０－７７２１ 
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○補助金の実績報告について 

① 事業完了後すみやかに実績報告書及び添付書類、試作品等を提出願います。 

（最終提出期限は、毎年度３月１０日） 

② 補助金の支払い方法は振込になります。完了審査終了後、交付額確定通知書に請求書を同封

して郵送しますので、必要事項を記入の上持参または郵送にてご提出ください。 

③ 進捗状況について確認するため、代表者の方等とのご面談や事業所訪問をさせていただくこ

とがあります。 

○完了審査後の取決めについて 

①関係書類の保存 

  補助事業に係わる関係書類は、翌年度から起算して５年間保存願います。 

②補助事業の公開 

 補助事業を受けた企業名、代表者名、テーマ名、業種、所在地は、公開させていただく場合が

あります。 

③補助事業の取消し・返還         

  以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部または一部を取消し、既に交付した

補助金の全部または一部を返還していただきます。 

・虚偽の申請又はその他不正行為により補助決定及び補助金の交付を受けたとき。 

・補助対象事業を中止または廃止したとき。 

・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

・補助対象事業によって導入した動産等を、耐用年数が経過する前に売却、譲渡、廃棄等の方

法で処分したとき（廃業等やむを得ない事業がある場合は、事前に市担当課までご相談くだ

さい。）。 

・補助金交付後、不定期で事業の実態調査を行います。 

事業所等に調査員がお伺いし、補助制度を活用して導入した設備の管理状況、補助事業を実

施した効果、現在の業績及び今後の見通し等について、目視での現場確認及びヒアリングを

行います。 

 実施調査で申請時における虚偽申請、市の許可を得ない動産の処分等、不適切な事象が発覚

した場合は補助金の全部または一部を返還していただきます。 
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お問合せ 

三郷市 商工観光課（市役所２階） 

〒３４１－８５０１  

三郷市花和田６４８－１ 

電話 ０４８－９３０－７７２１ 

 


